
寄附金等取扱規程 

(目 的)  

第１条 この規程は、社会福祉法人 慶宗会（以下「当法人」という。）が受け入れる寄附金

等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

(受入基準)  

第２条 当法人は、次の各号のいずれかに該当する者からの寄附金等の申込みについては、

これを受け入れることができないものとする。 

1 暴力団その他の反社会的勢力若しくはこれらに所属する個人又はこれらに関係する団

体、個人等 

2 寄附の対価として当法人に対し便宜供与、反対給付を期待していることが明らかな者 

3 寄附金等の申込みに際し、次に掲げる条件等を付与する者 

① 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと 

② 寄附後に寄附者が寄附の全部または一部を取り消すことができること 

③ 寄附の対象となった寄附金等を寄附者に無償で譲渡または使用させること 

④ その他理事長が当法人の運営上支障があると認める条件 

 

(寄附金等の種類)  

第３条 当法人が受け入れる寄附金等の種類は次のとおりとする。 

1 一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金 

2 特定寄附金 使途があらかじめ特定された次に掲げる種類の寄附金  

①  使途特定寄附金 寄附者が寄附の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定するもの 

3 この規程における寄附金等には、金銭のほか金銭以外の物品、不動産及び財産権等の権 

利を含むものとする。 

 

（寄附金の取扱い）  

第４条 寄附金等の受入にあたっては、以下の通り取扱う。 

1 第５条に定める手続きに則り、寄附申込書によって、その意思（目的）を確認すること

とする。 

2 家族会等の支援団体からの寄附については、寄附申込書のほかに、その団体の会員に対

して寄附を募集した書面などにより、団体の会員の自由な選択に基づいて行われたもの

であることを確認することとする。 

3 取引業者からの寄附については、当該業者との取引について便宜を図っているとの疑惑

を招くことのないよう当該業者との契約手続きの適正化・透明性の確保を図ることとす

る。 



（受入手続き）  

第５条 寄附金等を受け入れる場合の手続きにおいては以下の通りとする。 

1 寄附の申込みにあたっては、複数の職員が立ち会うことを原則とし、 寄附申込者に寄

附申込書を記載して頂き、これを保存することとする。ただし、これにより難い場合に

あっては、例外的に 受け付けた職員によって確認した内容を寄附申込書に記載し、こ

れを保存することとする。 

2 寄附の受入れを行った場合、寄附者に対しては領収書を発行するとともに、当施設にお

いても領収書の控えを保存する。 

3 寄附金の経理処理については、寄附申込書に記載された寄附目的に応じた経理区分と

する。 

4 寄附金の管理は寄附金台帳を作成することとし、その受入れ状況や使途等について適

切に管理を行う。 

5 本条に定める、寄附申込書及び寄附金台帳等については、理事長又は理事長から権限移

譲を受けた者が確認を行い、これに承認を行うこととする。 

 

（寄附金等の取扱い） 

第６条 一般寄附については、当法人の運営費に使用するものとする。 

2 使途特定寄附金については、全額を寄附者の特定した使途に使用する。 

3 寄附として受入れた物品、不動産及び財産権等の権利についての取扱いは次のとおり

とする。 

① 不動産及び財産権等の権利は、権利関係を明らかにし、登記又は登録等を要する権利

については所有権移転登記手続その他の必要な登記・登録手続を行ったうえで、資産

として適正に計上し、理事会の承認を得てその活用を図るものとする。 

② 物品は、その用途に応じて活用する。 

③ 固定資産に該当する物品、権利については、寄附受入時の時価をもって固定資産台帳

に登録する。 

 

（受領書等の送付） 

第７条 寄附金等を受領したときは、遅滞なく礼状及び領収書を発行する。 

2 前項の領収書には、当法人の事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年 

月日を記載するものとする。 

 

（結果の報告・公表） 

第８条 当法人は、寄附金等の受入及びその使途等について、寄附金等を充当して行った活

動内容等が分かるよう工夫し、当法人のホームページ等で公表する。 

 



（規程の公開） 

第９条 当法人は、この規程を当法人のホームページ上で公開する。 

 

（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、

理事長が別に定めるものとする。 

 

（個人情報保護） 

第１１条 寄附者に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に努めるもの

とする。 

 

（規程の改正等） 

第１２条 この規程の改廃は、理事会の承認を経て行う。 

 

附 則  

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 


